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事業の整備には皆さんの協力で負担

道路や公園のような公共施設は、利用者が不特定多数で
すので、その建設費は市税や国の補助金などでまかなわ
れています。しかし下水道施設は整備地区の住民しか利
用できません。また、下水道の整備によりその地区は、
次のような利益を受けることになります。
①土地の利用価値が増す。②生活環境が良くなる。
③川や海がきれし、になる。など
このように、利益を受ける「受益者」の皆さんに、建設
費の一部を負担していただき、下水道の整備促進を図ろ
うとするものです。その土地の受益者負担金は 1回限
りの賦課になります。

●受益者とは?
下水道が整備された地区内の、土地所有者が受益者となりま
す。但しその土地に地上権、賃貸借による権利がある場合は、
土地の所有者に代わり権利者が受益者となります。
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O饗凝者の申告
土地所有者に申請書を送付し、受益者の申告をしてし、ただき
ます。この申告は、土地の権利関係を確認するために必要な
もので、申告をされなかった場合、土地台帳等の調査で認定
することになります。

※受益者負担金の徴収猶予や減免に該当する場合は、その
申請も合わせて行し、ます。

0受益者◎変更
受益者負担金の納期期間中に、土地の売り買し、や権利関係の
変更によって、受益者 (納付義務者) が変った場合には、速

やかに「受益者変更届」を提出してくださし、。提出後は、新
しし、受益者の方に負担金を納めてし、ただくことになります。
※土地の所有が変更になっても、この「受益者変更届」の

提出がなし、限り前所有者が納付義務を負いますのでご注意く
ださい。

負担金は、土地 (受益地) の面積に応じて算定されます。基
準額は 1IH当たり 400 円 (坪当たり約 1,320 円)です。(総

額の 10円未満切捨)

算定例
200雨 (約 60坪) の土地を

所有している場合
200 × 400 円=80,000 円

(負担金総額)

●受益者負担金の納付方法
納付の方法は受益者のご都合に合わせて

①分 割 納 付 (年 4回×5年の合計 20 回納付)
②年一括納付 (年 1回×5年の合計 5回納付)
⑨一 括 納 付 (1回納付)の 3種類があります。
申請書に基づき、3種類の納付書のし、ずれかを 7 月中旬
までに送付し、たしますので、市内の金融機関で納期限ま
でに納めてください。

●納期限
負担金を5年分割で 1年分を4期に分けて、合計 20 回で納
めてし、ただきます。なお、納期限は毎年次の通りです。

ー第1期/7月末日1第2期/9月末日1第3期/11月末日1第4期/1月末日1

●一括納付報奨金
負担金は、5 年間に分割して納めてし、ただきますが、5 年分

を 1度に又は 1年分 (4期分)を単位として、各年度の第
1期に一括して納めていただきますと、下表により一括納付
報奨金が交付されます。

一括納付した納期数 交付率

4期 4 。

8期 8%

12 期 12%

16 期 16% 。

20 期 20 。

●受益者負担金◎減免があります
その土地の用途により、負担金の全部又は一部を減免するこ
とができます。詳しし、ことは、申告の際にお尋ねください。

国又は地方公共団体 (厚 子iョ)が所有し、又は
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・一般庁舎 ・病院
・公立学校などに係る用地○

土
地
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地 1,1 法律で沸きする施設等に係る土地

・保育所 ・老人ホーム ・墓地 ・寺
・私立学校などに係る用地
消防施設、町内会公民館に係る土地
・防火水槽 ・消防車庫
・町内会公民館などに係る用地
その他の十二地
・不特定多数の人が利用する私道
・生活扶助を受けてし、るものが所有又は使用
する土地

●受益者負担金の徴収猶予
土地及び受益者の状況により、負担金を納めることが困難で
あると認められるときは、その程度により、一定期間負担金

の徴収を猶予することができます。
詳しし、ことは、申告の際にお尋ねくださし、。
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